
流 山 市 立 中 学 校 設 置 条 例  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 流 山 市 立 中 学 校 の 設 置 に 関 し 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 名 称 及 び 位 置 ）  

第 ２ 条  学 校 教 育 法（ 昭 和 2 2 年 法 律 第 2 6 号 ）第 4 9 条 に お い て

準 用 す る 同 法 第 3 8 条 の 規 定 に よ り 、 流 山 市 が 設 置 す る 中 学 校

の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。  

 

名    称  位      置  

流 山 市 立 南 部 中 学 校  流 山 市 加 三 丁 目 6 0 0 番 地 の １  

流 山 市 立 常 盤 松 中 学 校  流 山 市 東 初 石 ３ 丁 目 1 3 4 番 地  

流 山 市 立 北 部 中 学 校  流 山 市 大 字 中 野 久 木 5 7 7 番 地  

流 山 市 立 東 部 中 学 校  流 山 市 名 都 借 8 6 5 番 地  

流 山 市 立 東 深 井 中 学 校  流 山 市 東 深 井 4 7 番 地  

流 山 市 立 八 木 中 学 校  流 山 市 古 間 木 2 1 0 番 地 の ２  

流 山 市 立 南 流 山 中 学 校  流 山 市 流 山 2 5 3 9 番 地 の １  

流 山 市 立 西 初 石 中 学 校  流 山 市 西 初 石 ４ 丁 目 4 5 5 番 地 の １  

 

 


